	令和８年度 北塩原村地域おこし協力隊募集要項
募集分野：地域づくり（集落支援）コーディネーター



１　募集の目的・背景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■福島県北塩原村について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北塩原村は、磐梯山と五色沼に囲まれた自然豊かな村です。四季の移ろいがはっきりとしており、観光地「裏磐梯」として多くの人が訪れます。一方で、暮らしてみると、ゆるやかな時間と人の温かさに包まれる暮らしがあります。地域の行事、集落の活動、助け合いの文化。小さな村だからこそ残る「つながり」が、この村の魅力です。
■村の現状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　北塩原村の集落では、昔から続く行事や地域の維持管理を、住民同士の協力によって支えてきました。
しかし、人口減少や担い手不足により、
· 行事の準備が以前よりも大変
· 若い人が関わりにくい
· 集落の「本音」を話す機会が減っている
· 地域をよりよくしたいのに、何から始めればよいか分からない
といった声が多く聞かれるようになりました。そこで村では、住民の声を丁寧に聴き、対話の場をつくり、地域の“やってみたい”を支える役割が必要だと考えています。
2025年度からは
· 「みらいトーク（住民ワークショップ）」
· 「村ぐらしCafe（気軽なおしゃべりの場）」
など、住民主体の小さな活動づくりも始まっています。
この流れをさらに広げ、住民のアイデアや思いを“行動”につなげる伴走者 として地域づくりコーディネーターを募集します。

■今回募集する協力隊に期待すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地域づくりコーディネーターには、こうした動きをさらに広げ、住民の声やアイデアを“行動”につなげる伴走者 として活動していただきます。
難しい専門性は必要ありません。
大切なのは、
· 人の話を丁寧に聞く姿勢
· 住民と自然な関係を築く力
· 「一緒にやってみましょう」と寄り添える姿勢
· 小さなことから始める柔軟さ
地域とともに考え、動いていく役割です。
また、活動を「その場限り」にしないために、住民主体で話し合い・意思決定・役割分担ができる土台として、地域づくり協議会の設立（立ち上げ）を目指します。
　3年間の活動で築くつながりや経験は、その後の暮らしや働き方を考える際にも大きな力になります。北塩原村で、人と地域に寄り添いながら、未来につながる“小さな一歩”を一緒に育ててみませんか。

２　活動内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地域に入り、住民の声を丁寧に聴きながら、地域の“やってみたい”を実現するための伴走 を行います。

（1）住民ワークショップ「みらいトーク」の企画・運営サポート
・住民が安心して話せる場のデザイン
・テーマに合わせた内容づくり
・進行、記録、会場設営
・出てきたアイデアの整理・可視化
・次のアクションにつながる提案
※みらいトークとは、村が2025年度より開始した住民参加型のワークショップ。テーマに沿って住民同士が意見交換し、地域の未来を一緒につくる取り組みです。

（2）交流の場「村ぐらしCafe」の運営サポート
・世代を超えた交流の場づくり
・地域の悩みや気づきを拾う
・住民同士のつながりづくり
・継続して参加しやすい場づくり
※村ぐらしCafeは、誰でも気軽に立ち寄れる“地域のしゃべり場”。日常の気づきや本音が交わる、柔らかいコミュニティづくりの種まきの場です。

（3）集落の現状把握とアイデアの整理
・集落の行事、役割、困りごとのヒアリング
・若い世代や移住者の視点の収集
・地域で出てきたアイデアの整理
・小さな改善活動の支援

（4）地域活動やイベントの企画・実施
・参加しやすい地域イベントづくり
・集落活動の運営補助
・世代をつなぐ新しい活動の企画
・外部団体との連携サポート

（5） 地域づくり協議会の立ち上げ支援（設立を目指す）
・住民と一緒に「何のための協議会か（目的）」を言語化
・参加しやすい運営（頻度・時間帯・議題の作り方）の設計
・役割分担（代表・事務局・テーマ担当等）の整理
・みらいトーク／村ぐらしCafeで出たアイデアを協議会の議題に接続

■3年間のロードマップ（案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆ 1年目：関係づくりと地域理解（根っこをつくる時期）
まずは地域に入り、住民や集落の“空気”を知ることが中心です。
· 集落や地域団体への挨拶まわり
· 行事・会合への参加（見学からでOK）
· 「みらいトーク」「村ぐらしCafe」の運営サポート
· 気づいたことの整理（困りごと・声・アイデア）
· 役場との連携の流れをつかむ
ねらい：人との信頼関係をゆっくり育てる。
“地域にいること” 自体が最も大切な成果。

◆ 2年目：小さな実践の積み上げ（芽を伸ばす時期）
住民と一緒に、「できること」から形にしていきます。
· 住民と一緒に、できることから形にする（活動・イベント等）
· 参加しやすい仕組みを整える
· 地域づくり協議会設立に向けた準備（目的・体制・運営ルールのたたき台）
· 新しい参加者を呼び込む仕掛けづくり
ねらい：住民の“やってみたい”を一歩進める。
同時に、自分の活動の軸をつくっていく。

◆ 3年目：自走に向けた伴走と引き継ぎ（実を結ぶ時期）
コーディネーターの活動が「地域の仕組み」として続くように、住民の主体を育てながら、引き継ぎを進めます。
· 地域活動の“自走”に向けた役割整理
· 住民が中心となる体制づくりの補助
· 地域づくり協議会の設立（または実質運用開始）と引き継ぎ
· 活動の振り返りと成果の共有
ねらい：自分がいなくても続く「場」と「つながり」を残す。
地域に根づいた動きを、次につなげる。

◆ その先について
3年間で築いたつながりや経験は、その後の暮らしや働き方を選ぶ際の大きな財産になります。
北塩原村で今後も関わりたいと感じた場合には、本人の希望を踏まえながら、村として次のステップを一緒に考えていきます。

３　応募の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	応募資格
（応募する全ての方が満たす必要があります）
	・三大都市圏等から北塩原村へ住民票を異動できる方
・普通自動車運転免許（AT限定可）
・地域活動や住民との関係づくりに関心のある方
・協力隊の活動に意欲を持ち、誠実に取り組める方
・地方公務員法第16条に該当しない方
・公租公課（住民税等）の滞納がない方

	求める人物像

	・人の話を丁寧に聞ける方
・地域の人と自然体で関われる方
・小さな改善を楽しめる方
・世代を問わずコミュニケーションが取れる方
・相手を尊重しながら提案できる方
・変化を前向きに受け止められる方



４　採用予定人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　１名
５　募集受付期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和8年１月５日～３月31日
６　雇用形態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　北塩原村会計年度任用職員（※副業は申請をすれば可）
任用期間は採用年度の採用日から当該年度の末日まで。年度ごとに契約更新の可否を判断の上、最長3年間活動いただくことができます。
７　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　月額200,000円　※別途、6月と12月に年2回の期末・勤勉手当あり
８　勤務条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	勤務地
	北塩原村役場
〒966-0485福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ヶ作3151番地

	勤務時間
	8:30～17:15

	勤務日数
	週4日（週1日の平日休は、活動状況に応じて相談のうえ決定します）

	休日・休暇
	土曜日、日曜日、祝日、年末年始等
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]・イベント・研修・業務等での休日出勤や時間外業務が発生する可能性がありますが、その場合は別日に振替となります。
・年次有給休暇と、年次有給休暇以外の休暇（夏季休暇など）を利用可

	待遇・福利厚生
	住居

	・住居は村にて準備し、賃料は村が負担（上限50,000円）
・住居に係る光熱水費等は自己負担とします。
・転居に係る旅費や経費については自己負担とします。

	
	活動経費
	・業務で使用するPCは村にて用意します。
・活動は公用車をご利用いただきます。
・その他、活動に必要な消耗品費や研修費等については予算の範囲内で負担します。

	
	社会保険
	・健康保険（共済保険）・厚生年金保険・雇用保険加入
・非常勤職員等公務災害補償加入

	
	その他
	・副業可（ただし村の承認が必要）



９　提出書類・選考の方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	ご応募を検討されている方は、まずはお気軽に担当までお問い合わせください！



■提出書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　➀応募時に提出が必要なもの（※村HPからダウンロード）
　　　・北塩原村地域おこし協力隊 応募用紙、レポート用紙（様式指定、３ヶ月以内の写真添付）
　　　・資格免許等はその写しを添付
　　②最終面接時に持参するもの
　　　・現住所の住民票（１ヶ月以内）
　　　・普通自動車運転免許証の写し（表面・裏面）
　　※提出された書類は返却しません。あらかじめご了承ください。

■選考方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	⓪事前相談（※任意）
	・オンラインで事前相談も可能です。お気軽にご連絡下さい。

	1 応募書類の受付
	・指定様式の応募用紙とレポート用紙、資格等写しをメールまたは郵送で送付下さい。

	③一次試験
	・書類選考を行います。（選考結果はメール等でお伝えします。）

	④二次試験
	・書類選考合格者を対象に、北塩原村地域おこし協力隊担当者とWEB面談を実施します。

	⑤最終試験（現地）
	・選考通過者を対象に、北塩原村役場で面接を行います。
・実施場所や日程等の詳細については、選考結果を通知する際に応募者にお知らせします。※面接時の交通費は自己負担とします。
・面接時には必要書類を持参して下さい。

	⑥最終結果の通知
	・選考終了後に、結果を文書で通知します。



10　任用時期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和８年４月１日：活動開始（予定)　※活動開始時期は村と内定者の協議により決定します。
11　担当課・応募書類提出（送付）先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　北塩原村　総務企画課企画室　〒966-0485  福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ヶ作3151
TEL　0241-23-3112　（平日8:30～17:15）　Mail　kikaku01@vill.kitashiobara.fukushima.jp
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